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令和５年第５回杉戸町議会定例会議案概要 

１ 議案 

議案番号 件 名 概 要 

議案第５５号 

杉戸町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改

正する条例 

人事院勧告に基づく一般職の期末手当及び勤勉手当の改

定に併せ、杉戸町議会議員の期末手当についても同様と

なるよう改正するため、条例の一部を改正するもの。 

議案第５６号 

町長及び副町長の給与

等に関する条例及び杉

戸町教育委員会教育長

の給与等に関する条例

の一部を改正する条例 

人事院勧告に基づく一般職の期末手当及び勤勉手当の改

定に併せ、町長、副町長及び教育委員会教育長の期末手

当についても同様となるよう改正するため、条例の一部

を改正するもの。 

議案第５７号 

杉戸町職員の給与に関

する条例の一部を改正

する条例 

人事院勧告に基づき、杉戸町職員の給与について国家公

務員に準じて改正するとともに、国の技術的助言に基づ

き、住居手当について改正するため、条例の一部を改正

するもの。 

議案第５８号 

指定管理者の指定につ

いて（アグリパークゆめ

すぎと） 

施設の名称 アグリパークゆめすぎと（アグリパーク 

ゆめすぎと育苗施設を除く。） 

指定する団体 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽８２３番地２ 

有限会社アグリパークゆめすぎと 

指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

議案第５９号 

指定管理者の指定につ

いて（アグリパークゆめ

すぎと育苗施設） 

施設の名称 アグリパークゆめすぎと育苗施設 

指定する団体 埼玉県幸手市東三丁目１０番４３号 

      埼玉みずほ農業協同組合 

指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

議案第６０号 

指定管理者の指定につ

いて（杉戸町障がい者生

活介護施設デイケアか

わせみ） 

施設の名称 杉戸町障がい者生活介護施設デイケアかわせみ 

指定する団体 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松８２６－３番地 

社会福祉法人 杉風会 

指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

議案第６１号 
杉戸町道路線の認定に

ついて 

県道蓮田杉戸線及び県道東武動物公園停車場線の町道移

管に伴い、道路線の認定をするもの。 

議案第６２号 
令和５年度杉戸町一般

会計補正予算（第５号） 

歳入歳出補正額        ５８６，００６，０００円（増額補正） 

補正後総額         １５，４７７，９２１，０００円 

歳入内容  国庫支出金、県支出金、繰入金及び町債等の 

追加 

町税の減額 

歳出内容  職員給与費、心身障がい者に係る各種負担金、 

こども医療費及び広島中学校校舎等改修Ⅱ期 

工事に係る経費等の追加 

杉戸町議会議員一般選挙終了に伴う経費及び 

東口通り線物件調査等業務委託料等の減額 

繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正 
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議案第６３号 

令和５年度杉戸町水道

事業会計補正予算（第１

号） 

収益的支出補正額        １，８９８，０００円（増額補正） 

補正後総額         １，０９０，４３７，０００円 

支出内容   給与費等の追加による営業費用の追加 

資本的支出補正額          ３６７，０００円（増額補正） 

補正後総額           ５４４，０８７，０００円 

支出内容   給与費の追加による建設改良費の追加 

債務負担行為の設定 

議案第６４号 

令和５年度杉戸町下水

道事業会計補正予算（第

１号） 

収益的収入補正額        ４，４５０，０００円（増額補正） 

補正後総額           ８４８，８３９，０００円 

収入内容   他会計補助金の追加による営業外収益の 

追加 

収益的支出補正額        ４，４５０，０００円（増額補正） 

補正後総額           ８６１，５０２，０００円 

支出内容   給与費等の追加による営業費用の追加 

         消費税及び地方消費税の追加による営業外 

費用の追加 

資本的収入補正額          ４２５，０００円（増額補正） 

補正後総額           ５６６，９１７，０００円 

支出内容   他会計補助金の追加 

資本的支出補正額          ４２５，０００円（増額補正） 

補正後総額           ７２８，４１０，０００円 

支出内容   給与費等の追加による建設改良費の追加 

議案第６５号 

令和５年度杉戸町国民

健康保険特別会計補正

予算（第２号） 

歳入歳出補正額         ５，２８５，０００円（減額補正） 

補正後総額         ４，９０１，８９９，０００円 

歳入内容  県支出金及び国庫支出金の追加 

        国民健康保険税及び繰入金の減額 

歳出内容  システム改修業務委託料及び印刷製本費の 

        追加 

        第２期データヘルス計画及び第４期特定健康 

        診査等実施計画策定業務委託料の減額 

議案第６６号 

令和５年度杉戸町介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

歳入歳出補正額         １，６５８，０００円（増額補正） 

補正後総額        ３，６８６，２９４，０００円 

歳入内容  国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び 

繰入金の追加 

歳出内容  総務費及び地域支援事業費の追加等 

債務負担行為の設定 

議案第６７号 

杉戸町職員の特殊勤務

手当に関する条例の一

部を改正する条例 

職員に支給する特殊勤務手当について、現状を踏まえ、適正

な内容に改正するため、条例の一部を改正するもの。 

議案第６８号 

職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例の

一部を改正する条例 

人事院勧告に基づき、杉戸町職員の夏季休暇の使用可能

期間について、国家公務員に準ずるよう改正するため、

条例の一部を改正するもの。 

議案第６９号 
杉戸町犯罪被害者等支

援条例 

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念及び犯罪被害者等の

支援について基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要と

する施策を総合的に推進するため、条例を制定するもの。 
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議案第７０号 

杉戸都市計画下水道事

業受益者負担金条例の

一部を改正する条例 

杉戸町公共下水道事業認可区域内において新たに下水道

の供用を開始するにあたり、第３－４処理分区に負担区を設

定し、受益者負担金額を決定する必要が生じたため、条例の

一部を改正するもの。 

議案第７１号 

杉戸町こども医療費支

給に関する条例の一部

を改正する条例 

通院に係るこども医療費の支給期間を１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日までに拡大するとともに、所要

の改正をするため、条例の一部を改正するもの。 

 

 

２ 報告 

報告番号 件 名 概 要 

報告第４号 

損害賠償の額を定め和

解することについての

専決処分の報告につい

て 

車両損傷事故について和解及び損害賠償の額を決定す

るため、議会の議決により指定された町長の専決処分事

項として、地方自治法第１８０条第１項の規定により行

った専決処分について報告するもの。 

報告第５号 

損害賠償の額を定め和

解することについての

専決処分の報告につい

て 

消防団車両の物損事故について和解及び損害賠償の額

を決定するため、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項として、地方自治法第１８０条第１項の規定

により行った専決処分について報告するもの。 

報告第６号 

損害賠償の額を定め和

解することについての

専決処分の報告につい

て 

児童の歯が欠ける事故による損害賠償について和解及

び損害賠償の額を決定するため、議会の議決により指定

された町長の専決処分事項として、地方自治法第１８０

条第１項の規定により行った専決処分について報告す

るもの。 

 

 

３ 全員協議会報告 

報告予定日 順番 件名 

１１月２７日 

(開会日) 
１ 

杉戸町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）の策定及び 

パブリックコメントの実施について 

 

 


